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東 葛 中 部 地 区 総 合 開 発 事 務 組 合 公 告 第 １ 号  

 

霊 柩 自 動 車 の 売 り 払 い に つ い て  

 

東 葛 中 部 地 区 総 合 開 発 事 務 組 合 霊 柩 自 動 車 の 売 り 払 い に あ

た り ，一 般 競 争 入 札 を 執 行 す る の で ，地 方 自 治 法 施 行 令（ 昭 和

２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ）第 １ ６ ７ 条 の ６ 第 １ 項 の 規 定 に よ り ，次

の と お り 公 告 す る 。  

 

令 和 ２ 年 ３ 月 ３ 日  

 

東 葛 中 部 地 区 総 合 開 発 事 務 組 合  

           管 理 者   秋  山  浩  保  

 

１  売 払 物 件 及 び 予 定 価 格  

物 件  

番 号  
車 名 ・ 形 状  初 年 度 登 録  走 行 距 離  予 定 価 格  

１  
ト ヨ タ  霊 柩 車  

(ク ラ ウ ン )  
平 成 1 7 年 1 0  月  1 7 1 , 6 9 4 k m  

1 , 0 0 0 円  

( 消 費 税 別 途 )  

 

２  一 般 競 争 入 札 に 参 加 す る こ と が で き な い 者  

次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は ， こ の 一 般 競 争 入 札  

に 参 加 す る こ と が で き な い 。  

( 1 )  地 方 自 治 法 施 行 令（ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 。以 下「 政

令 」 と い う 。 ） 第 １ ６ ７ 条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に 該 当 す る

者  

( 2 )  政 令 第 １ ６ ７ 条 の ４ 第 ２ 項 各 号 の 規 定 に 該 当 す る 者  

で ， 当 該 事 実 が あ っ た 日 か ら ２ 年 を 経 過 し て い な い 者  

( 3 )  地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ３ ８ 条 の  

３ に 規 定 す る 公 有 財 産 に 関 す る 事 務 に 従 事 す る 職 員  

( 4 )  手 形 交 換 所 に よ る 取 引 停 止 処 分 を 受 け て か ら 公 告 日  

ま で の 期 間 に お い て ， ２ 年 を 経 過 し て い な い 者 及 び 入 札

日 前 ６ 月 以 内 に 手 形 又 は 小 切 手 の 不 渡 り を 出 し た 者  
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( 5 )  会 社 更 生 法 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ ４ 条 ） の 適 用 を 申  

請 し た 者 で ， 同 法 に 基 づ く 裁 判 所 か ら の 更 正 手 続 開 始 決

定 が さ れ て い な い も の  

( 6 )  民 事 再 生 法 （ 平 成 １ １ 年 法 律 第 ２ ２ ５ 号 ） の 適 用 を 申

請 し た 者 で ， 同 法 に 基 づ く 裁 判 所 か ら の 再 生 手 続 開 始 決

定 が さ れ て い な い も の  

( 7 )  暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平

成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員

及 び 警 察 当 局 か ら 排 除 要 請 が あ る 者  

( 8 )  無 差 別 大 量 殺 人 行 為 を 行 っ た 団 体 の 規 制 に 関 す る 法 律

（ 平 成 １ １ 年 法 律 第 １ ４ ７ 号 ） 第 ５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る

観 察 処 分 を 受 け て い る 団 体 及 び 当 該 団 体 に 属 す る 者  

３  現 況 確 認  

( 1 )  日 時  

令 和 ２ 年 ３ 月 １ ３ 日（ 金 ）１ ０ 時 ０ ０ 分 か ら １ ２ 時 ０ ０

分 ま で （ 雨 天 決 行 ）  

( 2 )  場 所  

柏 市 布 施 ２ ８ １ 番 地  ウ イ ン グ ホ ー ル 柏 斎 場  

※  確 認 さ れ る 方 は 上 記 日 時 に ウ イ ン グ ホ ー ル 柏 斎 場 へ

お 越 し く だ さ い 。  

※  現 況 確 認 に 参 加 し な く て も ，入 札 に は 参 加 で き ま す が ，

こ の 場 合 ， す べ て 了 知 さ れ て い る も の と み な し ま す 。  

な お ， 電 話 に よ る 入 札 車 両 に 関 す る 質 問 は 受 付 し ま せ  

ん 。  

４  入 札 説 明 書 等 の 配 布  

入 札 説 明 書 等 は ， 次 の 場 所 で 配 布 す る 。 な お ， 本 組 合 ホ ー

ム ペ ー ジ か ら ダ ウ ン ロ ー ド す る 方 法 に よ り 取 得 す る こ と も

で き る 。  

( 1 )  配 布 場 所  

東 葛 中 部 地 区 総 合 開 発 事 務 組 合 総 務 課  

柏 市 布 施 ２ ８ １ 番 地 の １  

( 2 )  配 布 期 間  

令 和 ２ 年 ３ 月 ３ 日（ 火 ）か ら 令 和 ２ 年 ３ 月 １ ６ 日（ 月 ）
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の ９ 時 ０ ０ 分 か ら １ ７ 時 ０ ０ 分 ま で  

５  入 札 書 等 の 提 出  

  落 札 者 決 定 に 当 た っ て は ， 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当  

該 金 額 の １ ０ ０ 分 の １ ０ に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当  

該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨  

て た 金 額 ） を も っ て 落 札 金 額 と す る の で １ １ ０ 分 の １ ０ ０  

に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 し て く だ さ い 。  

契 約 時 に 別 途 消 費 税 が 加 算 さ れ ま す 。  

( 1 )  入 札 に 参 加 し よ う と す る 者（ 以 下「 入 札 者 」と い う 。）

は 入 札 書 を ， 簡 易 書 留 に よ り 提 出 す る こ と 。  

( 2 )  提 出 先  

〒 2 7 7‐ 0 8 2 5  柏 市 布 施 ２ ８ １ 番 地 の １  

東 葛 中 部 地 区 総 合 開 発 事 務 組 合  

電 話 ： 0 4 - 7 1 3 7 - 0 0 7 8  

( 3 )  提 出 期 間  

令 和 ２ 年 ３ 月 ３ 日（ 火 ）か ら 令 和 ２ 年 ３ 月 １ ６ 日（ 月 ）  

１ ７ 時 ０ ０ 分 必 着 ま で  

※ 提 出 期 間 を 過 ぎ た 入 札 書 は ，受 付 で き ま せ ん の で 御 注  

意 く だ さ い 。  

６  入 札 の 執 行 日 及 び 場 所  

( 1 )  日 時  

令 和 ２ 年 ３ 月 １ ７ 日 （ 火 ） １ ５ 時 ０ ０ 分  

( 2 )  場 所  

東 葛 中 部 地 区 総 合 開 発 事 務 組 合 総 務 課  

柏 市 布 施 ２ ８ １ 番 地 の １  

７  入 札 の 無 効  

２ の 一 般 競 争 入 札 に 参 加 す る こ と の で き な い 者 及 び 次 の

各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 入 札 に つ い て は ， 無 効 と す る 。  

( 1 )  予 定 価 格 に 達 し な い 入 札  

( 2 )  入 札 参 加 者 が 代 理 人 で あ る 場 合 に お い て ， 委 任 状 を 提

出 し て い な い 者 の し た 入 札  

( 3 )  １ 物 件 の 入 札 で ， ２ 通 以 上 の 入 札 書 を 提 出 し た 場 合 の

そ の 全 部 の 入 札  
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( 4 )  入 札 書 に 記 載 し た 金 額 を 訂 正 し て い る も の  

( 5 )  入 札 者 の 入 札 金 額 及 び 氏 名（ 法 人 に あ っ て は ，商 号 名 称

及 び 代 表 者 名 ）を 確 認 し 難 い も の ，押 印 の な い も の ，鉛 筆

書 き の も の そ の 他 主 要 な 事 項 が 識 別 し が た い も の  

( 6 )  入 札 に 当 た り ，他 人 を 脅 迫 し ，そ の 他 不 正 行 為 が あ っ た

者 の し た 入 札  

( 7 )  公 告 又 は 入 札 説 明 書 に 記 載 さ れ た 事 項 に 違 反 し た 入             

札  

( 8 )  入 札 に 関 し ， 担 当 職 員 の 指 示 に 従 わ な か っ た 者 の し た

入 札  

８  選 考 結 果  

東 葛 中 部 地 区 総 合 開 発 事 務 組 合 ホ ー ム ペ ー ジ に 入 札 結 果

を 掲 載 す る 。  

９  契 約 不 履 行  

落 札 者 が ， 落 札 決 定 の 日 か ら 起 算 し て ７ 日 以 内 に 売 買 契

約 を 締 結 し な い 場 合 は ，特 別 の 事 情 が な い 限 り そ の 落 札 は ，

無 効 と す る 。  

１ ０   契 約 書 等 の 作 成 及 び 売 買 代 金 の 支 払 い 方 法  

売 買 契 約 の 締 結 は ，本 組 合 が 作 成 す る 契 約 書 に よ り 行 い ，

売 買 代 金 は ， 本 組 合 が 発 行 す る 納 入 通 知 書 に 記 載 さ れ た 期

限 ま で に 納 入 す る こ と 。  

１ １  異 義 申 立 て  

  入 札 の 執 行 は ， 本 組 合 の 都 合 に よ る 場 合 及 び 入 札 参 加 者

が 連 合 し ，又 は 不 穏 な 行 動 を な す 等 の 場 合 に お い て ，入 札 を

公 正 に 執 行 す る こ と が で き な い と 認 め ら れ る と き は ， 延 期

又 は 取 り や め る こ と が あ る 。 こ の 場 合 に お い て 異 義 を 申 し

立 て る こ と は で き な い 。  


